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ド
イ
ツ
不
動
産
附
合
法
の
変
遷

瀬

川

信

久

本
稿
は
、
B
G
B
制
定
後

二
九
二
〇
年
代
ま
で
の
ド
イ
ツ
不
動
産
附
合
法
の

変
遷
を
概
観
す
る
も
の
で
あ
る
。

B
G
B
は
、
九
四
六
条
、
九
三
条
、
九
四
条
に
お
い
て
附
合
の
原
則
を
規
定

し
、
九
五
条
に
お
い
て
そ
の
例
外
を
規
定
し
て
い
る
。
こ
の
B
G
B
の
附
合
法

は
、
具
体
的
に
は
、
附
着
し
た
動
産
の
原
所
有
者
と
不
動
産
の
抵
当
権
者
・
執

行
債
権
者

・
競
落
人
等
の
不
動
産
権
利
者
と
の
間
の
紛
争
を
想
定
し
て
い
た
。

そ
し
て
附
合
の
例
外

(九
五
条
)
は
、
そ
の
よ
う
な
紛
争
の
う
ち
、
動
産
の
原

所
有
者
が
不
動
産
利
用
権
者

(
P
a
c
h
t
e
r
 
N
o
e
s
s
o
b
r
e
r
)
で

あ
る
場

合
を
考
え
て
い
た
。
他
方
、
附
着
し
た
動
産
の
原
所
有
者
と
不
動
産
所
有
者
の

間
の
紛
争
は
、
九
五
一
条
に
よ
っ
て
規
律
さ
れ
る
。
以
上
の
ご
と
き
B
G
B
の

附
合
原
則
は
、
制
定
後
直
ち
に
崩
壊
を
始
め
た
。
そ
の
過
程
を
、
機
械

・
設
備

の
附
合
、
建
物
の
附
合
、
植
栽
物
の
附
合
に
分
け
て
考
え
る
。

機
械

・
設
備
の
附
合
の
原
則
は
、
判
例
と
学
説
に
よ
っ
て
変
更
さ
れ
た
。
B

G
B
制
定
後

一
九
〇
七
年
ま
で
、
ラ
イ
ヒ
最
高
裁
判
所
は
、
機
械
は
工
場
の
本

質
的
構
成
部
分
に
な
り
附
合
す
る
、
と
解
し
て
い
た
。
こ
の
こ
と
は
具
体
的
に

は
、
機
械
の
所
有
権
留
保
売
主
・譲
渡
担
保
権
者
に
対
し
工
場
の
抵
当
権
者
・破

産
債
権
者
な
ど
の
不
動
産
権
利
者
を
保
護
す
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
た
。
さ
ら

に
社
会

的
歴
史
的

に
は
、

ド
イ
ツ
北
東
部

の
不
動
産
信
用
を
中
心
と
す
る
経
済

体
制

に
相
当
す

る
法
観
念
が
、

ド
イ
ツ
南
西
部

の
動
産
信
用

に
重
心
を
移
し

つ

つ
あ
る
経
済
体
制

に
相
応

す
る
法
観
念
を
支
配

し
て
い
た
こ
と
を
意
味
し
た
。

と

い
う
の
は
、
第

二
に
、
B
G
B
制
定
以
前

に
、
ド
イ

ツ
東
北
部

の
プ

ロ
イ

セ
ン

法

の
実
務

は
機
械
が
工
場
に
附
合
す
る
と
し
、
南
西
部

に
妥
当
し
て
い
た
普
通

法

の
実
務

は
機
械

の
独
立
性

を
認

め
て
い
た
か
ら
で
あ
り
、
第

二
に
、
B
G
B

制
定
後
、

右

の
よ
う
な
ラ
イ
ヒ
最
高
最
判
所

の
判
例
に
も

か
か
わ
ら
ず
、

か

つ

て
普
通
法

・
フ
ラ
ン
ス
法
が
妥
当
し
て

い
た
南
西
部
の
多
く

の
下
級
審
裁
判
所

が
、

機
械

は
附
合
し
な
い
と

し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
と

こ
ろ
で
、
右

の
ラ
イ

ヒ
裁
判
所

の
態

度
に
対

し
、
南
西
部

の
商
業
会
議
所
が
反
対
運
動

を
お
こ
し
た
。

そ
し
て

一
九
〇

七
年

に
は
、

こ
の
問
題

を
分
掌
し
て
い
た
第
五
民
事
法
廷

の
裁

判
長

の
交
替
と
と
も

に
判
例
が
変
更
さ
れ
、
機
械
は
工
場

の
本
質
的
構
成
部
分

で
な
く
、

し
た
が

っ
て
附
合
し
な
い
こ
と

に

な

っ
た

(
一
九
〇
七
年

二

月
二
日

の
判
決
)
。

右

の
判
例
変
更
以
前

の
判
例
理
論

は
次

の
よ
う
な
も

の
で
あ

っ
た
。
機
械

の

売
主
と
工
場
所
有
者

と
の
間

で
所
有

権
留
保
を
約
し
て
い
て
も
、

工
場

の
抵
当

権
者

・
破
産
債
権
者
等

に
主
張
で
き
な
い
。

こ
の
意
味

で
附
合
法

は
強
行
法
規
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で
あ
る
。

ま
た
、
機
械
が
工
場
の
本
質
的
構
成
部
分
に
な
る

か
否

か

は
、
[
取

引
観
念
」

に
よ

っ
て
判
断
さ
れ
る
。
具
体
的

に
い
え
ば
、

機
械

の
分
離

に
よ

っ

て
工
場
全
体
の
経
営
機
能
が
破
壊
さ
れ
る
場
合
に
本
質
的
構
成
部
分
と
な
る
。

こ
の
こ
と
は
、
当
該
機
械
が
代
替
可
能
で
あ
っ
て
も
か
わ
ら
な
い
。
こ
れ
ら
に

対
し
、
判
例
変
更
後
の
判
例
理
論
に
お
い
て
も
、
附
合
の
強
制
法
規
性
は
維
持

さ
れ
た
。
し
か
し
、
本
質
的
構
成
部
分
概
念
の
次
の
よ
う
な
縮
小
解
釈
に
よ
っ

て
、
機
械
は
附
合
し
な
い
こ
と
に
な
っ
た
。
本
質
的
構
成
部
分
に
な
る
か
は

「自
然
な
観
念
」
に
よ
る
。
具
体
的
に
い
え
ば
、
分
離
に
よ
っ
て
機
械
と
工
場

の
い
ず
れ

か

一
方

が
殿
損
す
る
場
合

に
は
じ
め
て
本
質
的
構
成
部
分
と
な
る
。

し
た
が

っ
て
機
械
が
代
替

可
能
な
も

の
で
あ
る
と
き

は
、

工
場

に
附
合

し
な
い
。

建
物

の
附
合

の
原
則

は
、

一
九
〇
九
年

の
建
築
資
金
債
権

の
担
保
に
関

す
る

法
律
と
、

一
九

一
九
年

の
世
襲
建
築
権
令

(
地
上
権
令
)

に
よ

っ
て
変
更

さ
れ

た
。
前
者

は
土
地
抵
当
権
者

に
対
し
建
築
職

人
、
建
築
材
料
供
給

者
を
保
護
す

る
も

の
で
あ
り
、
後
者

は
、
建
物

(
と
地
上
権
)

に
対
す
る
抵
当
権
を
確
実

に

す

る
も

の
で
あ

っ
た
。

こ
れ
ら

に
よ

っ
て
、
建
物

は
土
地
か
ら
よ
り
多
く

の
点

で
独
立
し

て
扱

わ
れ
る
こ
と
に
な

っ
た
。

植
栽
物
に

つ
い
て
は
、
果
実
取
得
権

に
関
す
る
九
五
六
条
の
拡
張
解
釈
と
、

一
九

三
〇
年

以
降

の
果
実
担
保
に
関

す
る
諸
立
法
に
よ

っ
て
、
附
合

の
原
則
が

骨
抜
き
に
さ
れ
、

農
作
物
、
樹
木

の
譲
受
人
、

担
保
権
者
が
保
護
さ
れ
る
よ
う

に
な

っ
た
。

以
上
の
概
観

か
ら

二
つ
の
こ
と
が

い
え
よ
う
。
第

一
に
、

B
G
B

の
附
合
法

の
規
定

は
実
質
的

に
崩
壊

し
て
い

っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

附
合

の
原
則
は
強

行

法
規
と

し
て
維
持
さ
れ
た
。

こ
れ

は
、
附
合
法

の
崩
壊
が
、

本
質
的
構
成
部

分
概
念

の
(縮
小
あ
る

い
は
特
別

の
立
法
を
通
し
て
な
さ
れ
た

か
ら
で
あ

っ
た
。

第

二
に
、
附
合
法

の
右

の
ご
と
き
実
質
的
な
崩
壊
は
、
法
的
保
護

の
重
心
が
不

動
産
信
用
か
ら
動
産
信
用

へ
と
移
動
し
た
こ
と
を
意
味

し
て
い
る
。
そ
し
て
こ

れ
は
、

「世
紀

の
交
り
」
に
お
け
る
ド
イ

ツ
経
済

の
構
造
変
化
の

一
側

面

を
反

映
し
て
い
た
よ
う

に
思
わ
れ
る
。

(
詳
細
は
、
拙
稿

「
不
動
産
附
合
法
か

一
考
察
」
の
第
四
章
第
四
節
(第
四
款

(法
協
九

五
巻
)
四
号
を
参
照
し
て
下
さ
い
。)
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)


